
河川水辺の国勢調査の経緯

平成２年度：河川水辺の国勢調査の開始

平成７年度：１巡目調査の完了

平成９年度：平成９年度版マニュアルの作成

平成１１年度：スクリーニング委員会の創設

データ電子化に関するガイドライン

等の作成

平成１２年度：２巡目調査の完了、電子入力の導入

平成５年度以降のデータの電子化

平成１３年度：河川環境情報システムの運用開始

河川水辺総括資料作成調査の手引き

(案)の発行

平成１７年度：３巡目調査の完了

平成１８年度：調査体系の改訂

平成１８年度版マニュアルの作成

【司会】 皆様方、お忙しいところをご出席賜りま
して、大変ありがとうございます。当センターは、
昭和６２年９月に設立いたしまして、今年でちょうど
２０年になります。その記念行事の一環として、既に
開始して満１７年になる「河川水辺の国勢調査」をテ
ーマにした座談会を開催する次第です。

河川水辺の国勢調査の河川行政における位置づけ

【司会】 まず皮切りに、国土交通省から、河川水
辺の国勢調査の現状と河川行政への反映を踏まえ
て、その位置づけや、意義についてお話ししていた
だければと思います。
【小俣】 私が河川環境課にいて思うことは、この
１７年のデータの重みは、大変大きいと思います。今、
国土交通省、さらに河川局は、環境に関して一生懸
命取り組んでいます。その際、単に表面的な形でな
く、自信を持って進めることができるのも、１７年間
の過去の環境を振り返ることができるデータを持っ
ているからです。物理的な意味でも大きいですけれ
ども、精神的な意味でも非
常に重要な支柱になってい
ると思います。平成９年の
河川法改正でも、今からも
う１０年前ですけれども、そ
れよりさらに７年以上前に
スタートされており、先輩
方が築いてくれた河川水辺
の国勢調査をありがたく感
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じているというのがまず実感でございます。
【司会】 平成９年に河川法の改正で、河川環境の
整備と保全というのが位置づけられましたが、雨量、
水文観測などは非常に長い年月があるのに対し、環
境については１７年という短い期間ではありますがデ
ータが着々と整備されていることは、非常に意義深
いことと思っております。

河川水辺の国勢調査の草創期とその後の整備

【司会】 平成２年度から河川水辺の国勢調査が始
まったわけですけれども、調査の内容、仕組みも含
めて、草創期のころは、その構築が非常に大変であ
ったと思います。この草創期に関しては、もう１７年
ぐらい前のことで、我々自身もあまり把握しきれて
いないというようなこともございまして、草創期か
ら携わっていただきました奥田先生と三島先生から
何かご感想等ございましたらお願いいたします。
【三島】 河川に特定しての調査は、何といっても
谷田先生のご専門の水生昆虫調査が長い歴史を持っ
ていると思います。河川の付近、あるいは河川中の
ほかの分類群、鳥類、植物、あるいは両生類・爬虫
類・哺乳類などについて、特に河川と銘打っての調
査は、私の記憶の中にはあ
りません。裏返してみる
と、私は両生類・爬虫類・
哺乳類に関係させていた
だきましたが、河川の生き
物というという言葉が、ど
こまで特定できるかと、草
創期の頃から疑問に思っ
ていました。
【司会】 当初の頃は、両生類・爬虫類・哺乳類は、
小動物という調査項目で行われていて、非常に試行
錯誤的に進められていたということがわかります。
【奥田】 植物の場合、フロラといいますけれど、
その調査がまず最も基本です。ある地域のフロラ調
査をするときに、大抵の研究者は、まず山の奥の方
へ行くんです。自然の豊かなところを狙って調査を
するのがまず初めです。で
すから、里山とか、都会の
すぐそばの河川とかは、ほ
とんどだれも足を踏み入
れなかった。行っても大し
たものはないという先入
観がありましてね、ほとん
ど対象としなかったんで
す。たまたま、私が研究テ

ーマに河原の植生というのをやり始めた頃ですが、
やってみたら植物群落がそれぞれその場所の立地の
いろんな性質の指標となることがわかってきまし
た。
【司会】 特に河川の場合、洪水や渇水などの水の
攪乱とか、あるいは人為的な管理が時代とともに変
わってきておりますが、調査対象として、特に学術
的な調査対象としては、どんな感じを持たれていた
のでしょうか。
【三島】 変動生態系や攪乱のエコシステムを見る
人は、あまりいませんでした。河川水辺の国勢調査
を通じて多くの人が認識し始めて、学問的・技術的
研究の発展のきっかけになったと思います。
【司会】 国土交通省がこういう河川の調査を始め
るということをお聞きになったときは、どんな感じ
だったのでしょうか。
【奥田】 国家としての責任において河川を治める
仕事をしておりますので、その現場を何とかしなけ
ればという気持ちがありますよね。土木的な仕事は
もうお手の物ですから、がっちりとした堤防を作っ
たりすればそれでよかったんでしょうけれども、そ
の周りにいろんな生き物がいるし、特に河畔林のよ
うなものの重要性などがいろいろ言われてくる。さ
て、こういう工事をしていいのかどうかという、そ
ういう意識もあったような感じもします。ですから、
まずそこにどんな生き物がいるかを調べてみようと
いうことは、当然の成り行きだったような感じがし
ます。ちょうど、多自然型川づくりで、生き物と共
存しながら豊かな生物相で河川生態系を築くような
河川をつくるべきだという趨勢がありましたね。
【司会】 環境省の緑の国勢調査は、どちらかとい
うと指標種なり象徴種とか、ある特定の生物に着目
して調べるケースが多いと思いますが、この河川水
辺の国勢調査は、どちらかというと生物相全体をと
らえる調査をします。その当時としては、やはり生
物相全体を調べようという発想だったのでしょう
か。
【奥田】 スタートは、まず自然を知るためには何
が生息しているかインベントリーをしっかり押さえ
る。ですから、今も本当は不満で、調査地区の間隔
を置いて調査するのではなくて、全川をくまなく調
査しなくてはだめだと何度も言っているのですが、
それはなかなかできないですね。
【谷田】 環境省というのは生物をよく知ってい
て、すべてを調査するというのは、とても技術的に
も労力的にも大変だから手を出さなかったのです。
それに対して、国土交通省は、生物に若干うとかっ
たので、一気に調べちゃえと、力技で調査をされた
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わけです。これには、私はちょっとびっくりしまし
た。我々でも水生昆虫だけ調査することはしっかり
できますけれども、ほぼすべてにわたって生物群を
扱おうというその大決心というか、言葉は悪いです
が蛮勇というか、生物を知っている人間には、なか
なか考えつかなかったと思います。ただ、これをや
って頂いたおかげでとってもよくわかりました。実
は、我々も源流のブナ林の渓流とか、上流の方を向
いて、新しい種類を見つけることに一生懸命になっ
ていて、下流域というのは完全に手薄な場所でした。
具体的な例で挙げますと、北上川でオオシマトビケ
ラという西南日本性のト
ビケラが記録されました。
我々のような水生昆虫の
研究者は、今まで下流域の
ようなところを調査して
なかったので、関東以北に
はいないというのが伝説
だったんですけれども、そ
れを見事に一瞬で打ち破
られてしまいました。
【小俣】 河川水辺の国勢調査とはよい名前を付け
たものだと思います。当時は我々も初心者だったの
で、こういう思い切った名前を付けたのかもしれま
せん。
【谷田】 そもそも河川生物調査ではなくて、河川
水辺の国勢調査なんですね。河川と水辺を両方扱う
から、三島先生の言うように、水と関係ないものも
入ってしまっているんですけれども、その交通整理
はこれから必要ですが、最初から水辺の陸生動物を
排除していたのでは、今のような広がりのある調査
にはなっていなかったし、役に立たなかったかもし
れませんね。
【司会】 草創期は大変ご苦労をしていただいて、
逐次マニュアルや生物目録も整備されてきました
し、現場の技術者、調査会社の技能も向上してきま
した。現在、いろいろなデータをまとめているんで
すけれども、当初は生物調査を全国的に取り扱うと
いうことに対しては、技術力、体制、精度など非常
に危惧があったことも想像されますが、草創期の混
乱ぶりといいますか、ご存じの方がありましたらお
願いします。
【三島】 私の感じ方では、担当した調査会社によ
って随分結果が違うというのが印象的でした。種類
数が３分の１くらいしかなかったり、これで調査が
大丈夫なのかなと思うくらい、地域によって技量が
大きく違った時代があったのではないでしょうか。
【奥田】 植物はシダ植物以上の一応高等植物に限

っているから、ちょっと頑張れば大体はマスターで
きるんです。１回目のデータがありますよね。それ
をもとにしてまた調査に行けるわけでしょう。ただ
１巡目は確かにデコボコがあったかもしれません。
最近、いろいろな専門的な図鑑類が出ており、それ
で精度が上がったと考えられます。それと、追いか
けっこなのですが、外来種が際限なく出てくるので
す。
【谷田】 そういう意味で問題があるのは、陸上昆
虫類と底生動物ですね。一番初期のころは、底生動
物でトビケラはたくさん出てくるのだけども、陸上
昆虫類の方に灯火採集でトビケラは来てるはずなの
にリストに上がってこない河川がたくさんありまし
た。最近は陸上昆虫の調査技術も上がってきました
ので、昔ほどひどい乖離はなくなりました。信頼性
の高いリストが出るようになると、それを使ってい
ろいろな作業ができます。逆にそれが、我々が図鑑
をつくるときに、新しいソースにもなっているので
す。
【三島】 やがて水生昆虫、魚類、両性類・爬虫類
などでは、分子レベルの分類が出てきて、さらに河
川ごとに細かく区分されたりする時代が来るのでは
ないかという気がします。
【谷田】 ＤＮＡを使っていけば面白そうですが、
それは、基本調査ではなくて、テーマ調査で一度や
ってみるとか、考えていきたいですね。

河川水辺の国勢調査の充実・汎用に向けた工夫

【司会】 マニュアル等の基準書も次第に充実しま
して、平成９年度のマニュアルは、今までの調査方
法などを集大成した感がありますが、このときは、
池内参事官はリバーフロント整備センターで研究第
四部の次長として、その作成を担当をされていたの
ですか。
【池内】 私の前任者と私の時に作成作業をしまし
た。当時は、河川水辺の国勢調査がちょうど一巡し
て、落ち着いてきた頃でした。１巡目は、まずは確
認された生物種のリスト作成がメインでした。私が
リバフロで担当した頃から、予算の観点から世の中
全体が厳しくなってきました。予算担当部局からは、
この調査は何のためにやっているんだ、成果は何な
のだ、具体的に河川整備や管理にどう活かされてい
るのだ等の非常に厳しいご指摘がございました。一
方で、非常に勉強になったのが、河川生態学術研究
です。研究会や現地調査で、先生方から色々と河川
環境についてお教えいただく中で、そんなものでは
ないだろうというのが何となく感覚的にわかってま
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いりました。河川水辺の国勢調査の活用方策で悩ん
でいるときに、北川の河川激甚災害対策特別緊急事
業の計画の策定作業を担当することになりました。
全川を大幅に改修する一方で良好な河川環境を保全
・復元しなければいけないという非常に厳しい条件
がございました。改修計画
を検討するために生物調
査をやったのですが、単な
る確認種のリスト情報で
は使えない、いかにしたら
使えるかということで、最
終結論としてマップ化、つ
まり、河川環境情報図を作
成しなくてはいけないこ
とが分かりました。
【司会】 しかし、マップ化にあたっては、相応の
工夫が必要だったでしょうね。
【池内】 はい、確認された種の情報をそのままマ
ップ化しても使えないので、北川らしい河川環境と
は何か、あるいは、河川の生態系の特徴とは何かと
いうようなことも先生方からお教えいただき、島谷
さんと環境区分の方法とか図面に載せる生物種の選
び方などを工夫して河川環境情報図を作成しまし
た。それと、私自身も河川水辺の国勢調査の調査結
果を使っていろいろな分析をしようとしたのです
が、精度がよくない部分や精度が河川によってまち
まちの部分があり、やはり全国的な視点から先生方
に見ていただかないといけないということを痛感致
しました。同じことを考えておられた小川鶴蔵さん
と相談して、データの精度を向上させるために、ス
クリーニング委員会を設置して先生方に全国のデー
タを見ていただき、データの真正化を図ることにし
ました。
【司会】 やはり、予算化や用途に向けた努力、対
応をしっかりしないと長続きしないということがあ
りますね。
【池内】 結局、予算当局もきちんと調査結果を実
務で活用していれば理解していただけます。当初は、
河川にいる生物種のリストを作成するのがメインで
したから、河川整備や管理の実務とは乖離していま
した。河川環境情報図という形で成果をまとめるよ
うになってから、実際の河川整備基本方針や河川整
備計画の策定の際の基礎資料として使われるように
なりました。平成９年に河川法が改正され、その目
的に「河川環境の整備と保全」が位置づけられまし
たが、具体的に環境をどうやって河川整備や管理に
取り入れたらよいのか、その方法論がなかったので
す。環境というものを河川整備や管理と分離して考

えるのではなく、河川整備や管理と一体で考えると
きに河川環境情報図は必須の資料だと思います。そ
れと、河川生態学術研究は、河川環境調査の内容を
向上させる上でも非常に成果があったと思います。
河川生態学術研究で、超一流の先生方に土木屋がい
ろいろ直接現場で教えて頂き、そこで育った職員が
「河川環境の整備と保全」という精神に則った仕事の
仕方というのをみんなに伝えていったということ
も、河川環境情報図も含めて大きな成果だったと思
います。
【司会】 島谷先生にお伺いしたいのですが、河川
環境情報図をどのように読み、どのように利用する
のが効果的なのでしょうか。また、河川環境情報図
の作成に際して、どのような点に留意すべきなので
しょうか。
【島谷】 まず、河川環境情報図は、河川全体の特
徴を理解するための全体図、セグメントの状況を理
解するための広域図、実際の工事に際して貴重種や
重要な繁殖場などがないかを確認するための区間図
という三つのレベルの図からなっていることを理解
してほしいと思います。し
たがって、河川環境情報図
の作成に際しては、生物か
らみた河川の特徴、各セグ
メントにおける生物の分
布状況、重要な種の生息場
所や生活史の上での利用
場所などに留意すること
が重要です。
【司会】 大変重要な視点ですね。関連しますが、
現在、水情報国土ホームページで河川水辺の国勢調
査の調査結果を公開しているのですが、まだ表形式
になっていて見にくいところがあります。これから
は地図情報として、例えば調査地区をクリックする
と、そこからいろいろな属性値が出てくるＷＥＢ－
ＧＩＳが全国的に利用できるようになり、我々とし
ても非常に期待をしています。ＧＩＳについても池
内参事官はご尽力されたということで、そのお話も
聞かせていただければと思います。
【池内】 北川の河川環境情報図をつくるときに、
ものすごい量の試行錯誤をしました。環境の区分の
仕方が細かすぎるとよくわからない、まとめ過ぎて
もいけない。載せる情報も多過ぎてもいけない、少
な過ぎてもいけない。環境区分の色使いについても、
川らしい環境はきれいな色で、人工的に改変されて
いる環境は汚い色にするように工夫しました。その
ために膨大な量の重ね合わせと凡例の変更の作業を
しました。そのときに思いましたのは、結局、私た
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ちがやったのは、ＧＩＳの重ね合わせの試行錯誤だ
ったんです。やはり、生物確認情報というのは、単
なるリスト情報だけではだめで、ＸＹＺＴ（位置情
報と時刻情報）が必要です。位置情報と時刻情報の
セットを重ね合わせて、分析しようと思っても、作
業量が膨大で大変でした。しかし、現地調査結果は
報告書が作成される直前までは、調査会社で電子化
されていたのです。電子化された情報を報告書の作
成の段階で紙ベースにして、そのデータを読み取っ
て、電子化するということをやっていたことが分か
りました。それで、小川鶴蔵さんと相談して、現地
の水辺の国勢調査結果をそのままＧＩＳデータ化す
る仕組みを作りました。ただ、通達だけではうまく
いきませんので、実際に現地で河川水辺の国勢調査
しているコンサルさんに全国から集まってもらい、
説明会を開いて、ご意見も頂いて、データフォーマ
ットを決めました。情報公開システムのＧＩＳ化は
遅れていますが、外部の方が使いやすいようにとの
趣旨もあって、当初からＷＥＢ－ＧＩＳ化を目指し
ていました。
【司会】 水情報国土ホームページでデータを出し
ているのですが、そこに出ているデータは使いにく
いという話を聞きます。どんな点で使いにくいか、
どういう方向に持っていったらいいのか、ご教示い
ただけますか。
【谷田】 基本的には、リストにしても、位置情報
にしても、情報の量がけた違いに多いじゃないです
か。その量の多さを考えた場合に、ある程度、最初
は、使い勝手の悪いのは仕方がないが、幸いコンピ
ュータの進歩がすごいですから、これからはうまく
いきます。ただ、一番大事なのは、リストの精度を
担保することです。さもないと、幾らデータ解析し
ても間違った結論しか出ませんから。
【司会】 データの使い方に関係するかもしれませ
んけれども、これまでは、生物相を主として把握を
してきたんですが、ある程度客観的に、定性だけで
はなくて、定量化をすることも考えないといけない
と思っております。この点でご意見がありましたら
お願いします。
【三島】 分類群によって方向性が違うと思います
が、両生類・爬虫類・哺乳類のように、多いところ
でも２０種類ぐらいしかリストがないと、経年的な変
化といっても、次は１９種類になったというように、
１種類多くなったか減ったかというデータでしかな
い。しかし、カエルが１００匹いたか、１匹いたかとい
うのは大きな変化なのです。そうなると、何がいる
かという調査から、何がどれだけいるかという考え
を入れないと、河川の変化を的確に表すことにはな

らないと思います。それと、効率よく調査するため
には、満遍なく「何がいるか」を調査するよりも、
「それがいるか」、「どれだけいるか」という視点で調
査した方が良いのではないでしょうか。
【奥田】 植物は、３,８００種ぐらい記録されていて、
一級河川１０９水系で３巡やっていますから、横列に見
ると相当量になりますが、電子化の技術的な点で一
覧できるし、並べ替えもできる。だから相互の比較
が容易になりました。植物は、北海道の河川、それ
から本州・中部の河川、九州の河川で全然違うわけ
ですけれども、それすらもあまり検討してないよう
な気がします。そういう地域の違いなども、少し相
互比較して検討をされたら面白いと思います。それ
と、植物については、植生図の作成によって、河川
環境情報図の基図として相当機能していると思いま
す。河川らしい植物群落が有効な情報になって、河
川環境情報図に反映してくるわけで、そういう面で
はうまくいっているという感じがします。
【谷田】 底生動物では、まだちょっと難しいが、
淡水魚を中心とした、日本列島の河川の区域分けで
すが、３巡の調査で割ときれいな図が描けました。
予想どおりといえば予想どおりなんですけれども、
実際のデータをもって瀬戸内型河川はここまで広が
っていますよ、太平洋型河川はここですよ、といっ
たことが言えるようになりました。ベントスも含め
て淡水動物でどうなるかというのは、これからの楽
しみです。

スクリーニング委員会の創設と精度管理

【司会】 次に、スクリーニング委員会ですが、平
成１１年度に発足して、これによってかなり精度管理
の体系が整いました。やはり中央にスクリーニング
委員会というものがあることによって、現場にも緊
張感が出る効果が生まれますし、スクリーニング委
員会で全国の非常に多様な生物について精度管理を
していただいて、河川水辺の国勢調査の信頼度を高
めるのに大変有効ではないかと思います。現在のス
クリーニング委員会の座長であります谷田先生、こ
のスクリーニング委員会について何かご感想をお話
しください。
【谷田】 分類や同定というのは、悪貨が良貨を駆
逐するという例えのとおり、ぱっと見にはわからな
いので、そこに手間をかけている会社の方はコスト
がたくさんかかるわけです。そこをちょっと手抜き
すれば楽になってしまうのですが、やはりきっちり
やっているところを評価する、手を抜いているとこ
ろは問題ありますよというのがスクリーニング委員
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会です。それから、会社の同定能力が格段に向上し
てきました。そうすると、データが自信を持って使
えるようになりますので、我々研究者としてはあり
がたい。それと、スクリーニング委員会を立ち上げ
たときに、お願いしたことの一つが、同定に疑義が
あるもので標本が残っている分については、拝見さ
せていただきたいということです。私は非常によか
ったんじゃないかと思います。
【三島】 今お話しの標本の保存については、一時
スクリーニング委員会でも随分議論になりました。
できれば永久に保存をしたら後々までいろいろ役に
立つのではないかという議論がありました。ただ、
それをどこにどのようにして保管するかは、お金が
かかるし、大変です。でも理論的には、将来、分類
体系が変わることも予想されますので、大変な量に
なりましょうが、やはり資料として、永久に保存す
るほうが望ましいと思います。
【池内】 私のときも非常にそういう問題意識がご
ざいまして、調べたら、標本を事務所の倉庫に入れ
っぱなしにしてあるとか、あるいは、コンサルさん
に預けっぱなしにしているとかいうようなことがご
ざいました。それと、もう一つ問題がございますの
は、ＤＮＡ分析をしようとしたときに、保存液はホ
ルマリンではだめで、アルコールでなくてはいけな
いのですが、その仕分けをどうするか、結局いろん
な問題があってやり切れなかったんですが、何らか
のルールを決めて標本管理をすることも絶対必要だ
と思います。それは今後の重要課題だと思います。
【司会】 現在、環境省の生物多様性センターと話
し合いが進められているのですが。
【池内】 結局、標本のメンテを誰がするか、誰が
コストを払うのかという問題なんです。そこをクリ
アにしないと動かないと思います。多分、生物多様
性センターでもマンパワーに限りがあると思いま
す。スペースの問題、マンパワーの問題、コストの
問題といった課題があると思います。
【奥田】 種類が多いですから、絞って、絶滅危惧
種や重要な、その河川らしい種に限って、生の標本
を、いつでもＤＮＡの調査ができる準備だけはして
おくことが望まれます。
【谷田】 先ほどの河川環境情報図ではないけれど
も、その標本を残すことがどれだけ意味があるかと
いうことを何かモデルで示さないといけないでしょ
うね。例えば、外来種の標本を集めてみたら、起源
が一つなのか、二つなのか、どこからというのが、
標本からわかりますよとか。それと、調査する会社
が変わるということを前提にすれば、前回の調査デ
ータとものすごく激変したデータが次回の調査で出

るケースがありますから、そのときは標本に戻れる
ようなシステムは最低担保されるべきだと思いま
す。
【司会】 標本は、重要な急ぐべき課題と考えてい
ます。次に、実際のスクリーニングに当たって、何
か課題はあるでしょうか。
【奥田】 学名のチェックは、学問が発達してきま
すから当然名前の変更等が出てきますので、一通り
マスターして、目を通すというのは結構大変な作業
ですね。おそらく他の動物でも学者の説で違うんじ
ゃないかと思いますが、そのあたりが非常に悩みで、
かといって、分類学者を全部集めようと思ったら、
膨大な学者の集団が必要になってくるわけで不可能
です。環境省が植物目録を作成したので基本的にそ
れに従っていますが、帰化植物がその後どんどん追
加されていますので、種類数はもっと増えています。
【三島】 両生類・爬虫類・哺乳類では、痕跡も記
述することになっているので、糞あるいは足跡で判
断された調査結果があがってきます。糞でしたらい
ろいろな調べ方ができるようになってきましたが、
足跡となると、まだ検討の余地があります。ネズミ
の足跡であることは確かでも、種まで同定ができな
いから報告しないとしたら、ネズミ類が全くいない
ことになってしまいます。このような場合、やはり
リストに挙げておいた方が良いと思います。
【谷田】 ベントスの方は、私は作っていただいた
リストにいろいろ不満はありますが、例えば命名者
が載ってないとか、シノニムリストぐらい載せてく
ださいとか、無理な要求であることは事実ですけれ
ども、やはり積み上げていけばできますので、名前
の変遷というのは意外に大事な問題で、主要文献の
間の関係をつけるために、そういうものを入れたも
のを将来的には作ってもらいたいと思います。それ
からもう一つは、民間会社の分類、同定能力が上が
っていますので、その能力をもっと活用する方法、
あるいは、サポートするようなシステム、評価する
方法を我々も考えなくてはいけません。この前、北
米の底生動物学会に行きましたが、ＥＰＴ検定とか、
ユスリカ検定というのをやっているようです。
【小俣】 日本には、そのような検定はないのです
か。
【谷田】 自然環境研究センターが、分類・同定技
能検定をやっていますが、大きな分類、同定に関す
るものであって、個別の技術ではありません。

定量的な調査の可能性と今後の活用

【司会】 三島先生の方からメモが皆様方にお渡り
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になっていると思いますが、これについて、話題提
供ということでお願いします。
【三島】 やはり分類群によって調べ方は大きく違
うし、意味合いも違うということをいつも痛切に感
じています。種数の多い少ないの問題ではないかも
知れませんが、それによって調べ方が違ってもいい
のではないかと思います。生物の量的な増減を表現
できるような調査方法を展開した方が、ことに両生
類・爬虫類・哺乳類については有用ではないかと常
に感じています。もう一つ、いつも感じることです
が、時に重要種、貴重種という表現が使われていま
すが、今後、具体的になぜ重要なのかわかるように、
希少種、天然記念物、固有種といった表現をした方
が良いのではないかと思います。重要種、貴重種と
いう表現を使いますと、それ以外は重要でなくて、
貴重でもないという印象を受けがちだと思います。
それと、生態系の中の食物連鎖の上位の捕食者が特
に注目されますが、考えてみますと、ヘビ類と猛禽
とどちらが上位の捕食者か考えさせられる場合もあ
ります。あるヘビはカエルを食べ、カエルはトンボ
を食べ、トンボはユスリカを食べ、ユスリカは生産
者である緑色植物を食べています。猛禽が鳥を食べ、
鳥が植物を食べている場合と較べて、栄養段階でど
ちらが上位かといった見方が必要になります。河川
水辺をえさ場として、何がどのようなものをどのく
らい利用しているかに着目する、すなわち、食物連
鎖関係と量の多少を生態学的な視点で見ていくよう
な調査も必要ではないかと感じます。
【谷田】 そうですね。量の変化の面は、底生動物
は定量調査をやっていますから、できるはずなんで
すけれども、個別データまでは、まだ上がってきて
いないですね。一度挑戦してみたいとは思っている
のですが。
【三島】 もちろん両生類・爬虫類・哺乳類の場合
も、すべての種ではなくて、その河川を代表するよ
うな種については、例えば、両生類の産卵数だけで
も数えておくと随分違います。テーマ調査の題目か
もしれませんけれども。
【谷田】 植物の植生調査からは、そういう定量的
な面はいかがでしょうか。
【奥田】 量的なことをいうと面的なものになりま
すので、群落単位がしっかりしていなくてはいけま
せんが、優占種のようなものでやれば表現できると
思います。それから、植物の場合は、１本１本数え
る方法は、よほど特殊なものしかできません。刈り
取って重さを量り、面積計算をするようなこともで
きないことはないのですが、バイオマスを量るよう
なことはあまりしません。

河川の物理環境情報の重要性と充実の必要性

【谷田】 河川地形の追跡の中で横断測量をやって
いますね、植生と関連づけて何かやれそうな気もし
ますけれど。
【池内】 河川環境調査をする時に、ＧＰＳを使っ
て河川地形の面的分布を調べるといいと思います。
今はＧＰＳの受信器を持って適度に歩いていけば、
簡単に安く地形測量ができます。例えば現地の動物
や植物調査の時に、ＧＰＳの測量器具を持って行っ
てボタンを押すだけで、調査地点の位置情報が簡単
に記録出来ます。
【谷田】 レーザープロファイラーはどうですか。
【池内】 レーザープロファイラーはすごいです
ね。レーザープロファイラーによる河川調査は河川
計画課にいたときに担当していましたが、河川の調
査方法でちょっと工夫したのは、レーザープロファ
イラーのデータ処理にあたっては、通常、メッシュ
データにするのですが、それをあえてしないように
しました。というのは、微地形は、点データの方が
かえってよくわかります。だから、あえてメッシュ
化せずに各ポイントのデータを生値で保存するよう
にしたのです。そうすると、生値の標高の色使いを
工夫することで、堤防の形状から陸上部の河床形態、
樹木の高さまできれいに表現できます。それと、重
要だと思うのは、物理環境の調査なんです。河床形
態を調査されているのは、昔は測量会社が多かった
ので、生物の生息・生育環境の観点から見た河床形
態などが調査結果で表現されていないのです。一方
で、海外の河床形態調査を見たら、生物学あるいは
生態学の専門家が調査しているので、生物の生息・
生育環境の観点から見た淵とか瀬とかが表現されて
いるのですね。河川環境の変化を把握するときに物
理環境の把握は重要だと思います。ぜひとも河床形
態の調査を生物の生息・生育環境の視点から見て意
味がある表現になっているような調査にしたいですね。
【谷田】 河川環境情報図で、私は前からそう思っ
ているのですが、河川内の陸上部分については、す
ごくいい情報が出るのですが、河道内がまだまだこ
れからですね。それはもしかしたら、河川水辺の国
勢調査といわゆる河道内調査とのリンクがこれから
必要になるところなんでしょうね。
【池内】 陸上の環境区分は植生との関係で説明が
できる場合が多いのですが、重要な水の中の河床形
態が今の調査だとよくわからないのです。例えば音
波探査をするとか、水深の浅い部分だったら、レー
ザープロファイラーは数十ｃｍくらいの水深までの
河床は測定できる場合があるので、中小河川では、
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使えるかもしれません。
【司会】 それは、我々にとっても大きな問題意識
になっています。河川調査という分野があるんです
が、今、池内参事官が言われたように、大体現場で
は測量会社がやっていて、河床環境といったものが
非常に手薄になっている感があります。全国の河川
整備基本方針とか整備計画でも、瀬と淵とかいろん
なことが書かれているんですけれども、瀬と淵がど
うなっているのかという基礎データがない。本当に
淵がなくなっているのか、それとも瀬とか早瀬がな
くなっているのか、全体的にのっぺりとした深さに
なっているのか、そういう状況もよくわからない。
これからは、ハビタットという生息場としての概念
で考えたときに、陸上だけのデータだけではなくて、
河川の中のデータもとらえていく必要があることを
痛切に感じています。
【池内】 ただ、それはそれほど難しくはなくて、
よく分かっている人が現地を見たらわかります。そ
れから、漁協さんに聞くとか、そんなに正確な形状
でなくても、どの辺にどんな瀬なり早瀬なり淵があ
るというのがわかればいいと思います。ただし、ち
ゃんとした人が調査しないとだめですけどね。
【谷田】 前から少し気になっているのは、特に中
下流のどういう生息場をどういう生物との関係で保
全しなければいけないかという議論が時々出てくる
んです。そうすると、意外にピンポイントで重要な
場というのがアユの産卵場ですね。これは、一つの
河川の中で、中流下部の砂と礫が適当に入っている
非常に短い流程に限られているケースが多いです。
単にアユがいたというのではなくて、アユの産卵場
がここの範囲にあったという、そういう情報を早目
に集めたほうがいいような気がします。これは保全
方針にものすごく関わるところですから。
【司会】 我々も反省があるのですが、河川水辺の
国勢調査というのは、属性値をかなり調べているの
です。流速、水深とか、単にいた、いない以外の情
報を入力をしているのですが、あまり使われていま
せん。属性値の活かし方が課題となっていますが、
なかなかよい答えが出ていません。物理環境調査の
方向性について、島谷先生から、何かご意見があり
ましたらお願いします。
【島谷】 日本では、生物と関連付けた物理環境の
把握手法の研究が遅れています。外国で行われてい
るＲＨＳなどを参考にして、日本では氾濫原が重要
なことを認識して、流域との繋がりを評価できる項
目を追加し、把握手法の開発を行うことが重要だと
思います。

外来種の侵入・拡大の情報に果たす調査の効果

【奥田】 今、河川水辺の国勢調査の特色のお話で
すけれども、少し話題を変えまして、他の一般的な
調査と比較して、どういう特徴があるかということ
を考えますと、やはり最近非常に問題になっている
外来種の調査というのは、水辺に依存しているもの
も多いですし、河川水辺の国勢調査が果たす役割が
大きいのではないかという感じがします。これは非
常に大きな調査テーマであって、他の一般的な調査
ではあまりやっていません。
【三島】 両生類・爬虫類・哺乳類は、駆除が大変
という面とともに、人間への直接的影響、例えばカ
ミツキガメのように危険なものが入ってきたという
点で重要です。
【司会】 この外来種に対するセンサー機能とでも
言いますか、河川水辺の国勢調査は、大変重要な情
報を与えてくれます。個別河川でみますと、調査地
区、調査箇所が、それぞれ上流から下流までありま
すから、その年度でどこで見つかったということか
ら、拡大状況の趨勢がわかるんです。

河川環境調査の中の河川水辺の国勢調査のあり方と

役割

【司会】 河川水辺の国勢調査というと、河川環境
調査の全体を占めているかのように思われて、何か
河川の環境でよくわからないことがあると、それは
河川水辺の国勢調査がまずいからだという話をよく
聞きます。しかし、河川水辺の国勢調査の基本調査
は、目的を特定化していない、逆にいうと、だから
こそいろいろなところで使われているといえ、統一
的、継続的で、汎用性を持ったところが河川水辺の
国勢調査の特長ではないかと思っています。一方で、
ある特定の目的を持った調査も必ず必要ですし、全
体の河川環境調査おける河川水辺の国勢調査のあり
方といいますか、全般でもよろしいですが、何かお
話がございましたらお願いします。
【谷田】 いみじくも、よく国勢調査という名前を
つけましたという感じですね。国勢調査がなければ、
国の人口動態予測はできません。それと同じで、ま
さにこの河川水辺の国勢調査というのは国勢調査で
あり、ある意味でいえば、健康診断ですね。健康診
断は何のためにやるかというのは、別に特定の目的
があるわけではなくて、一般的に大きな問題がない
かということを診るわけです。だから、やはり入り
口としてはあまり細かくしないで、突破口はテーマ
調査でいく、あるいは、個別の事業対応の調査でい
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くという、この二本立てでやっておられるのは、私
は非常にいいと思います。
【三島】 谷田先生がおっしゃるように、国勢調査
ということで、その対極にテーマ調査があり、これ
は大変結構だと思います。もう一つ、これは別な形
でお願いしたいことなのですが、河川管理という概
念の中に生物調査が入ってこないのかなと思いま
す。いつも見回って堤防の傷を見たりしておられる
ので、その途中で、ネズミが１匹死んでいるだとか、
山地だったらクマが出たとか、ヘビが車に轢かれて
いたという記録も重要な情報になるわけで、年に３
回だけ調査をやるよりも、毎日見回っている方がず
っと密度の濃い情報が集まるのではないかと思いま
す。それと、ますます範囲が広がりますが、ナメク
ジ、カタツムリなどの陸産貝類は、非常に地域特殊性を
持っていますので、追加された方がよいと思います。
【司会】 今、三島先生がおっしゃったお話は、全
国で河川整備計画を作っていて、維持管理の中に、
巡視して河川のパトロールをして回るときに、治水
上の状況やごみの投棄だとかを見る中で、環境面を
見るということを入れている河川もないわけではあ
りません。これについて、国土交通省ではどうでし
ょうか。
【小俣】 三島先生がおっしゃったことは非常に重
要な話で、我々は堤防が防災上どういう状況がある
かを今まで巡視しているのですけれども、特に去年
から言われているのは、環境をもっと意識して管理
しなくてはいけないということです。河川法に環境
を入れたのですけれども、まだ現場の管理レベルで
は中心が治水と利水です。日々の仕事との関係で環
境に関する実務意識は現場にまだ不十分なのです。
ここをもう少し繋いでいくと、日常の仕事に直結し
てくるだろうと思っています。
【谷田】 ちょうど二、三日前ですかね、木津川で
木津川の植物を守る会の人から、レンリソウの群落
がやっと何十年かぶりに見つかったのに、刈って焼
いちゃったという寂しい話があったんですね。それ
は、多分、今までは河川水辺の国勢調査で貴重種が
見つかっても、それが速報の格好で事務所に上がる
ことはないのですね。本来は事務所に周知してもら
って、適切に管理する速報性がないといけないので
しょうね。
【池内】 速報性ともう一つ重要なことは、現場管
理で必ず見なければいけない図面に重要な環境情報
はすぐに図示することです。現場の職員だけではな
く、現地で実際に作業する施工業者や維持管理業者
の方が確認すべき必須の図書として環境情報も含ん
だ図面を位置づけることが重要だと思います。最低

限これくらいは注意して欲しいということを実際に
現場で作業されている人々まで徹底するシステムに
しておくことが重要だと思います。また、出張所で
もそういうことをちゃんと意識して、どこに何が生
息・生育しているのかということを把握しながら現
場の管理をすることが望まれます。河川環境情報図
の活用がなぜ広まったのかというと、河川整備基本
方針とか、河川整備計画の検討の際の必須図面にし
たからだと思います。日々の業務システムの中に、
必須図面として取り入れてしまうことが重要だと思
います。もう一つ、これから重要だと思うのは、仮
説検証の部分があっていいと思います。例えば、草
刈りをする場合でも、こういうふうに刈ればどうい
うふうに植生や環境が変化するとか、改修する場合
でも、環境の図面を見ながら、多分こう改修したら、
河川環境はこう変わるんじゃないかという仮説検証
型の調査をしていくことも必要だと思います。
【谷田】 そうですね、三島先生がおっしゃったリ
ストだけではなくて、量という情報があれば可能で
すね。例えば、ある特定種にインパクトを与える工
事をするときに、実は量で見れば、この区間には結
構な量があって、あえてそれに多くのコストをかけ
て移植をする必要はなかったり、逆に非常に量が少
なくて、かなり頑張ってやらなくてはいけないとい
う、そういう判断に使えるくらいのデータになって
きつつあると思いますが、後は、量をどこまでやる
かということですね。
【池内】 北川の改修計画を検討したときにびっく
りしたことがあります。あるコアマモ場が、狭い区
域なのに、非常に多くの稚仔魚の生息場になってい
たのです。だから、そこは絶対に守らなくてはいけ
ないということになりました。本当に環境というの
は、びっくりするぐらい重要なポイントというのが
ありますね。そういう意味でも、広く分布していて
少し改変しても大丈夫なものと、本当に狭い生息・
生育域しかなく、そこを改変した場合には、大きな
ダメージがあるものの両方がありますので、狭い生
息・生育域しかなく、もし改変した場合に大きなダ
メージがあるものは守っていく、そういったスタン
スも重要だと思います。
【司会】 河川水辺の国勢調査の調査結果に関し
て、河川環境情報図以外の新たな表現の方法につい
て、島谷先生から、何かご意見がありましたらお願
いします。
【島谷】 河川水辺の国勢調査は、統一的であるこ
と、継続的であることが特徴で、環境施策を実施す
る際の基礎的情報として蓄積することが重要だと思
います。そのことを考えると、調査結果を利用して、
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生物環境の健全度を評価する手法、例えば各地方整
備局の中でどの河川の健全度が低いのかなどの河川
間の比較が可能な指標やその河川の中でどの箇所の
健全度が低いのかなどが評価できる指標を開発し
て、利用することが望まれると思います。

テーマ調査の位置づけと期待

【小俣】 今悩んでいますのは、テーマ調査をどう
立ち上げるということです。河川ごとにテーマが違
う調査は盛んに行っていますが、それは、河川水辺
の国勢調査のテーマ調査なのか、単にその河川の特
別な調査なのかということで、テーマ調査というの
はどう動かすのがいいことなのかということを、去
年、河川環境課に来て以来悩んでいました。例えば、
外来種の問題は、全国一斉に起こっているから、こ
のテーマでやりましょうというのは比較的わかりや
すいのですが、個別の河川の問題については、テー
マとは一体何かということを思っています。
【司会】 当初、このテーマ調査が出たのは、どち
らかというと基本調査が、非常に汎用的な調査なも
のですから、現場の実管理に使えるものにするには
どうしたらいいのかというような強い要請があっ
て、それで目的指向型の現場の実管理でも役に立つ
調査から出たと聞いています。その意味で、目的を
絞ったときに、小俣調整官が言われたように、個々
の現場ごとに任せると、全く個々のばらばらの調査
になって、河川水辺の国勢調査のような全国で集計
して全国で情報を共有するようなものとは外れてい
くような感じがしますが、いかがですか。
【池内】 河川水辺の国勢調査の定義にもよります
が、各河川固有のテーマで、統一的に見なくていい
テーマというのはまずいのですか。
【小俣】 それは、河川水辺の国勢調査ではないだ
ろうなと思うわけです。普通の国勢調査では、例え
ば、少子化の特別調査がありました。ああいうこと
をやればいいと思ったんですけれども、やはり国勢
調査のテーマだから全国一斉にやらないと意味がな
いだろうということを思い、今だに悩んでいます。
それと、協働型の調査を、河川水辺の国勢調査の中
でどうやっていくかについても悩んでいます。私か
ら先生方にお聞きしたいのは、今までの河川水辺の
国勢調査というのが、学者なり、あるいは一般社会
なりでどれくらい引用されているものなのかなと、
ＷＥＢで公開していて、どのぐらい第三者利用があ
るのかなということです。論文とかに引用されてい
る例というのは、あるのでしょうか。
【谷田】 まだ進行形ですね。特に１巡目はデータ

の精度管理の問題があり、２巡目以降は使えますけ
れども。
【小俣】 今、いろいろな場面で言われているのは、
やはり使われなければいけないということです。使
われない理由があれば何なのか、魅力あるデータベ
ースという意味で、河川水辺の国勢調査の魅力を高
めるには一体どうしたらいいのか、ということだと
思います。それからもう一つは、先ほど三島先生の
お話にある意味で近いんですけれども、環境を定量
的に評価するということです。そういった意味でも、
通常の意味の国勢調査としての中身ももう少し考え
直すべき部分として何があるのかなということを考
えています。
【奥田】 テーマ調査とは、「重点的かつ緊急的に把
握する必要がある課題に関する基礎情報を収集整備
する」とあります。これは全国河川でやるべきこと
であって、しかもそれが緊急性のあるテーマは何か
ということになると、具体的には、外来種が非常に
ぴったりすると思います。それと、絶滅危惧種も緊
急かつ重要です。物理的な調査ももちろん重要です
ので、全国的にテーマを決めて実施するということ
でいかがでしょうか。
【池内】 やはり多くの河川で、アユの産卵床は把
握していて当然だと思います。私はアユの産卵床は
一つのテーマだと思いますね。
【谷田】 アユの産卵床調査は、多分、絶滅危惧種
とか外来種以外だと一番やりやすくて、しかも重要
性も高いと思います。あともう一歩突っ込んで、河
川地形とか、そういうものとあわせた調査にしたほ
うがいいと思います。
【池内】 もう一つ重要だと思うのは、なぜそこが
アユの産卵床なのかということの分析です。汽水域
から淡水域に変わるところで瀬・淵がある一番最下
流のところがアユの好適な産卵場所であるというこ
とを聞いたことがあります。
【谷田】 アユよりも幅広いですが、ウグイの産卵
場所も問題になっていましたね。
【司会】 確かにそのような全国の一斉の調査とい
うのは、本省からきっかけを与えてもらうと事務所
は非常に動きやすいと思います。
【小俣】 いずれにしても、このテーマ調査という
のは、やはり号令のもとでやらなくてはいけないと
思います。
【三島】 先ほど、国勢調査の結果を我々がどのよ
うに研究に活用しているだろうかといったご質問が
ありましたが、沢山の研究上のヒントを国勢調査の
データが与えてくれていると思います。たとえ引用
論文としてあげられていなくても、多くの人が河川
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に対する見方や研究のヒントをこのデータから得て
いると評価できます。
【小俣】 先生のおっしゃっているところをもっと
ＰＲするには、何をしたらよろしいですか。例えば、
生物系の学生さんとか先生方に、こんなことを国土
交通省はやっていて、こんなデータを持っていて、
こんなふうに公開しているんですよということなの
ですが。
【谷田】 論文になった例が一つあります。オオシ
ロカゲロウといってスリップを起こすカゲロウがい
ますが、発生期がものすごく限られているんです。
発生域も限られていて、ある年にどれぐらい出まし
たかというデータを５年分ぐらい各事務所からもら
った。そうすると、年によって多少変動するんです
が、それが水温環境と非常にきれいに合うという論
文でした。
【小俣】 河川水辺の国勢調査は、生物系の先生の
間ではかなり有名なのですか。
【谷田】 アドバイザーの先生も含めて、かなりの
数の先生が関係しておられますね。
【池内】 研究者の方は、もっと詳しい情報が必要
なので、希少種の情報等については公開レベルを研
究者向けと、一般向けの二段階に分けて公開すると
いうことを議論してましたが、今はどうなっている
のですか。
【司会】 今は、一般公開しているデータでは、希
少種をマスキングしているんですけれども、研究者
の方から要望があった場合は、国土交通省の了解を
取った上でデータをお渡ししています。
【池内】 話は変わりますが、汽水域の調査につい
ては何か進展はありましたか。貴重な環境で、しか
も外部からも注目度が高い割には十分な調査できて
いなかった河口付近の汽水域と干潟環境の調査が気
になっていました。テーマ調査という面にも若干絡
みますが、汽水域と干潟というのは、その環境への対応
を失敗してトラブルになる例が結構多かったです。
【小俣】 汽水域の取り扱いのレポートが河川環境
管理財団の方から出てますが、少なくとも私が来て
からはやってないです。
【司会】 河川水辺の国勢調査のマニュアルでは、
汽水域は必ず調査地区に入れるようになっています。
【池内】 汽水域では、干満の差とか塩分濃度など
の微妙な変化がものすごく重要になってくるので、
物理環境の調査が今のままでは多分足りないと思い
ます。
【谷田】 テーマ調査の話ではないですけれど、今、
例えば何かの事業のためのアセスをするときでも、
少なくとも最低ラインとして、河川水辺の国勢調査

レベルの調査はしましょうというガイドラインには
なっていますね。
【小俣】 ただ、谷田先生がおっしゃったようなこ
とが義務にはなっていません。多自然のレビューで
もモニタリングをどうするのかということを言われ
ていて、河川水辺の国勢調査だと荒過ぎて、モニタ
リングとしては若干物足りない。その間を繋ぐよう
なことをどういうふうにやっていくかという宿題が
まだ残っています。また、先ほど、同定の話がいろ
いろございましたけれども、生物系の学生さん方に
とって、少しマーケットが広がったんですか、コン
サルタントの仕事が増えるということはあまり実感
できないのですが。
【奥田】 いや、広がっていますね。今までは、生
物調査でプロといえる人間は必要なかったんです
が、それがもういや応なしに育つ状況です。
【小俣】 土木の仕事では、品質確保をどうするの
かが大変話題になっていますが、生物調査業務では、
成果を受け取る側の人間には品質がわからないよう
な状況にあります。今は、スクリーニング委員会に
精度管理のほとんど全てを依存している状況になっ
ていると思うんですけれども、やはり資格制度か何
かがないとまずいのかなという気はします。

今後の河川水辺の国勢調査の方向性と展望

【司会】 そろそろ時間になりましたので、最後に、
今後の河川水辺の国勢調査のあり方とか、方向性、
改善への提言とか、期待とか、何かご意見がござい
ましたら、ぜひともお聞かせください。
【谷田】 二つの意味で、継続は力なりなんですね。
一つはデータの蓄積としての継続が力になりつつあ
りますのでぜひとも重点化をして、コストパフォー
マンスも考えながら、継続していただきたいと思い
ます。もう一つは、生物技術者がプロとして民間の
会社に育っていることが、この河川水辺の国勢調査
以外の環境調査の精度も上げているわけです。また、
国際的な技術の交換も必要だと思います。テーマ調
査も設けて、調査全体をスリム化したわけですから、
いいテーマ調査のテーマをぜひ提案していただきた
いし、我々も考えていきたいなと思っています。そ
れから、もう一つ言うと、河川水辺の国勢調査が基
礎調査になって、例えば、水生生物の簡易水質調査
法とか、他の調査とのリンク関係をしっかりして頂
きたいというのが希望です。
【奥田】 植物調査では、３巡目で植物リストがか
なりできてきましたが、残念なことに、インターバ
ルが１０年に引き延ばされました。それはちょっとあ
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き過ぎなんですよね。それをフォローできないかど
うか、モニター調査という、一般の市民を活用して
というのがありますので、そういうものの協力を得
ながらデータを追加蓄積する方法もあるかなと思い
ます。何よりも、リストのままで、黒い丸がずらっ
と並んでいる表だけでは活用方法はないですから、
それぞれの河川で植物目録でも作るのがよいと思い
ます。やはり電子データだと利用しにくい。紙情報
というのは重要ですので、多摩川の植物目録という
ような感じで印刷物にして、それを普及に使ってほ
しいと思います。
【三島】 既にいろいろ申し上げましたが、河川水
辺の国勢調査の種のリストが出たとき、いつも考え
ますのは、これを土台にして、常に意識の中に「な
ぜ？」といった疑問を持って欲しいということです。
自然の構成者はみんなそれぞれに因果関係で繋がっ
ていますから、その関係を理解して欲しい、あるい
はその関係を明らかにして欲しいと思います。「なぜ
だろう？」という意識を調査結果を読み取る時にい
つも持っていて欲しい。調査の中でも、それならこ
れをもう少し調べてみようという方向に繋がりま
す。テーマ調査にも使えますが、「なぜ？」から出発
して大きく発展するのではないかと思います。もう
一つは、河川生態系とはどのようなものだろうかを
理解する基盤として河川水辺の国勢調査を生かして
欲しいと思います。変動を特色とする河川、そこの
生物の生活には、非常な特殊性があると思うので、
このような目で調査結果を生かしてゆきたいと思います。
【池内】 やはり１点目は実際に調査結果が実務に
使われることが重要であるということです。実際の
日々の河川整備なり管理に使っていただけるよう
に、より一層、業務のシステムとして調査結果が使
われるようなものにしていく必要があるのではない
かなと思っております。その川の環境目標を設定し
て、それに対して、現在の河川環境の状況を評価す
るとともに、河川環境の改善内容の検討に使われた
らよいと思います。２点目は、一般の方、或いは、
外部の研究者の方に使っていただけることがやはり
重要なのかなと思います。研究者の方に使っていた
だけるデータにすることで、研究者の方からもご批
判をいただいて、内容をバージョンアップしていく
ことが必要だと思います。また、地元の一般の方に
もその川の環境を理解し親しんでいただけるような
形でデータを出していくような工夫も必要だと思っ
ています。３点目は、これはコストの問題もありま
すが、やはり仮説検証型といいますか、インパクト
・レスポンスの予測評価をする調査ということもぜ

ひともお願いしたいと思っております。４点目は、
物理環境と生物の生息・生育環境の関係の調査です
ね。特に水の中の物理環境と生物の生息・生育環境
の関係をもう少し明確化できるような調査が必要だ
と思います。今の調査は、物理環境調査が十分では
ないので、改善していく必要があると思います。５
点目は、さっきも言いましたが、特に汽水域は、淡
水域とは異なった環境ですので、汽水域に適した調
査方法を考案して調査を進めていくことが重要だと
思っております。
【島谷】 今後も継続的に実施することがまず重要
だと思います。項目によっては難しいと思いますが、
定量調査の必要性について議論する必要があると思
いますし、基礎生産に関する調査項目の追加も望ま
れると思います。一方では、陸上昆虫類に関しては、
あまり利用がされていないので、見直しが必要では
ないかと思います。
【司会】 最後に小俣調整官の方からまとめも兼ね
てお願いします。
【小俣】 先ほど申しましたように、漠然とどうし
たらいいのかと考えていたことが、こうやって河川
水辺の国勢調査の面倒を見ていただいていた先生
方、あるいは池内参事官のほうからお話しいただい
て、今後やっていかなくてはいけない方向の具体的
なイメージが見えてきた気がいたします。池内参事
官もおっしゃったように、現場の事務所の人間にと
ってみると、発注して調査した後の成果は、自分の
手から離れて、リバフロに来て集計・加工していた
だいて、きれいな絵になって返ってくるというよう
な形で、自分の仕事との関係が縁遠いというような
状況もあるのかなという感じがします。いろいろお
話をいただいた日々の仕事にどう役立てていくのか
など、様々なことをやればできそうに思いました。
あとは、改訂の際の宿題になっているテーマ調査と、
それからモニター調査ですね、それもどうやってい
くべきかということもヒントをいただいたので、こ
れらから少しアイデアを出して、また先生方のお知
恵をいただければと思います。引き続きぜひよろし
くお願いいたします。ありがとうございました。
【司会】 今日は、難しいテーマについてお話をい
ただきまして、ありがとうございました。今日のお
話は、有益なご指導やご示唆に富み、今後の展望や
方向性にも大変参考になるご意見を聞かせていただ
きました。大変ありがたく思います。これからも、
何かとご指導を賜りたいと思います。よろしくお願
い申し上げたいと思います。今日は、大変お忙しい
ところをありがとうございました。
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